
   給水装置の共同使用（専用連合栓）に係る下水道使用料の計算の特例に関する

事務要領 

（目的） 

第１条 この要領は、船橋市下水道条例（昭和３６年船橋市条例第３１号。以下「条例」

という。）第１８条第１号ただし書きに規定する給水装置の共同使用（以下「専用連合

栓」という。）に係る下水道使用料の計算の特例に関し、必要な事項を定めることによ

り、給水装置を共同使用する下水道使用者と各戸に設置する下水道使用者において単に

給水装置の共同使用のみの差異により生じる下水道使用料負担金額の格差を是正するこ

とを目的とする。 

２ 次条に規定する社員寮等については、建物の構造上、前項にいう単に給水装置の共同

使用のみの差異にとどまらないところだが、社会通念上、これに居住する各世帯を独立

した１戸とみることのできるものに限り、この要領に定める計算の特例を認めることと

する。 

（定義及び要件） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義及び要件は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 ⑴ 給水装置  千葉県企業局又は習志野市企業局による公設の給水管及び水道メー

ター等をいう。 

 ⑵ 水使用設備 蛇口、給湯器、洗面器、台所、浴槽、便器及びその他の給排水管に

容易に取外しのできない構造として接続し水を使用する設備をいう。 

⑶ 住宅    固定された柱、壁及び床、施錠可能な扉などの構造により人が他へ

直接移動できないよう遮断され完全に区画された建物の一部で、一つの世帯が独立

して家庭生活を営むことができるように専用の水使用設備を備え建築又は改造され

たものをいう。このとき１つの住宅を１戸という。なお、この区画の内に２世帯以

上の者が居住するものであつても１戸とみなす。 

⑷ 事業所   固定された柱、壁及び床、施錠可能な扉などの構造により人が他へ

直接移動できないよう遮断され完全に区画された建物の一部で、一つの店舗又は事

務所等が独立して事業を営むことができるように専用の水使用設備及び私設量水器

を備え建築又は改造されたものをいう。このとき１つの事業所を１戸という。なお、

この区画の内に２者以上の者が事業を営むものであつても１戸とみなす。 



 ⑸ 共同住宅等 アパート、マンション、雑居ビル等で、２戸以上の住宅又は事業所

が、恒常的に同一の給水装置を共同して使用するものをいう。また、住宅と事業所

が併設されている場合は、両部分が判然と区分されていること。 

 ⑹ 社員寮等  会社・官公庁・学校・その他の団体の寮又は住宅型老人ホーム等で、

生計をともにしない２世帯以上の単身者等が生活の本拠として居住し、居住する各

区画に専用の水使用設備がなく恒常的に同一の給水装置を共同して使用するもので、

以下の要件を満たすものをいう。 

  ア 各世帯が居住する区画が、専用の水使用設備の有無を除き、第３号の要件を満

たしていること。このとき、各区画を１戸とみなす。 

  イ  居住者が共同で使用する部分が、居住者の家事の用に供するものであること。 

  ウ 日常生活を営むことを主たる目的とし、特定の事業者による治療、療養、介護

等の提供又は短期の宿泊を目的とする場所でないこと。 

⑺ 前各号に掲げる用語は、第１条に定める単に給水装置の共同使用のみの差異により

生じる下水道使用料負担金額の格差の是正を目的とした定義及び要件であって、建築

基準法及び老人福祉法等でいう同用語とは必ずしも同一ではない。 

（申請） 

第３条 専用連合栓に係る下水道使用料の計算の特例の適用を受けようとする者（以下

「申請者」という。）は、専用連合栓取扱い申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書

類を添えて市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 入居者名又は入居事業者名一覧表 

 ⑵ 申請場所地図 

 ⑶ 建物全体の平面図 

 ⑷ 事業所を含む場合は、私設量水器届 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２ 申請者は、下水道使用者又は下水道使用者から委任を受けたと認められる者とする。 

（認定の可否） 

第４条 市長は、前条の申請があった時は、申請書類の審査及び必要と認める場合は現地

調査を行い、認定の可否について専用連合栓取扱い決定通知書（第２号様式）により申

請者に通知するものとする。 



２ 前項の認定は申請があった時以後の調定より行うものとする。ただし、市長が特別に

認めるときはこの限りではない。 

３ 前条第２項による下水道使用者から委任を受けて申請を行った者は、第１項に掲げる

専用連合栓取扱い決定通知書を受けた場合、下水道使用者にその旨を報告しなければな

らない。 

（申告） 

第５条 前条の規定により認定の決定を受けた下水道使用者（以下「認定決定者」とい

う。）で、その共同住宅等又は社員寮等に事業所を含む場合は、水道の検針日に合わせ

各事業所の私設量水器を検針し、その水量を専用連合栓取扱いメーター検針申告書（第

３号様式）（以下、「メーター検針申告書」という。）により、遅滞なく市長へ申告し

なければならない。 

２ 前項の申告がない場合には、当該期間の専用連合栓に係る下水道使用料の計算の特例

は適用しない。ただし特別の事情により申告できなかったと認められるときは、この限

りではない。 

３ 市長は、第１項の申告について、各戸の申告水量の合計が給水装置で検針された水道

の使用水量と著しく異なる場合等、申告内容が使用の態様を正しく反映していないと認

められるときは、申告書を差し戻し、修正を求めることができる。 

４ 第１項の申告は、認定決定者から委任を受けたと認められる者が行う事ができる。 

（変更又は廃止の届出） 

第６条 認定決定者は、認定内容に変更があった場合又は専用連合栓を廃止する場合は、

専用連合栓取扱い（変更・廃止）届出書（第４号様式）により、遅滞なく市長へ届け出

なければならない。 

２ 市長は、前項の届出があった時は、届出書類の審査を行い、受理された内容について

専用連合栓取扱い（変更・廃止）受理決定通知書（第５号様式）により認定決定者に受

理された内容について通知するものとする。 

３ 前項の変更又は廃止は届出があった時以後の調定について適用する。ただし市長が特

別に認めるときはこの限りではない。 

４ 第１項の届出は、認定決定者から委任を受けたと認められる者が行う事ができる。な

お、この代理により第２項に掲げる専用連合栓取扱い（変更・廃止）受理決定通知書を

受けた場合、下水道使用者にその旨を報告しなければならない。 



（認定の取消し） 

第７条 市長は、下水道使用料の滞納又はこの要領に定める届出等の義務の不履行があっ

たときは、専用連合栓の認定を取消すことができる。 

（専用連合栓の下水道使用料計算） 

第８条 専用連合栓による下水道使用料の計算は次に定めるところによる。 

⑴ 共同住宅等又は社員寮等の汚水排除量は、給水装置で検針された使用水量とする。

ただし、地下水等の使用水量又は公共下水道へ排除されない水量があるときは、汚水

排除量の認定等に関する基準に従って認定されたものとする。 

⑵ 共同住宅等又は社員寮等の下水道使用料は、前号による汚水排除量を、申請又は変

更の届出による現に生活又は事業を営む戸数で案分し、戸別の汚水排除量によりそれ

ぞれ下水道使用料の計算を行った後、戸別の下水道使用料を合計して求めた金額とす

る。 

⑶ 戸別の汚水排除量は、以下の区分に従って求めるものとする。 

  ア 住宅のみの共同住宅等又は社員寮等 

    各戸が等量で排除したものとみなして第１号による汚水排除量を、申請又は変更

の届出による現に生活又は事業を営む戸数で除して求める。このとき１立方メート

ル未満の端数があるときは、一旦その端数を切り捨て、戸別の汚水排除量の合計が

共同住宅等又は社員寮等の汚水排除量と一致するまで、各戸に順次１立方メートル

ずつ配分する。また、各戸に私設量水器を備える場合は、事業所の規定に準じる。 

  イ 事業所のみの共同住宅等 

    第５条に規定する各戸の申告水量をもってそれぞれみなす。ただし、戸別の汚水

排除量の合計が第１号による汚水排除量と一致しない場合、共同住宅等の汚水排除

量に第５条に規定する戸別の申告水量をそれぞれ乗じ、戸別の申告水量の合計をそ

れぞれ除して求める。このとき１立方メートル未満の端数があるときは、その端数

を一旦切り捨て、戸別の汚水排除量の合計が共同住宅等の汚水排除量と一致するま

で、戸別の汚水排除量の低いものから順次１立方メートルずつ配分する。 

  ウ 住宅及び事業所が併設された共同住宅等又は社員寮等 

    事業所については第５条に規定する各戸の申告水量をもってそれぞれみなす。た

だし、申告された検針期間が給水装置と異なる等更正の必要が認められるときは、

使用の態様を勘案する。住宅については、各事業所の汚水排除量の合計を第１号に



よる汚水排除量から差し引いたものを住宅部分の合計汚水排除量とし、これを、申

請又は変更の届出による現に生活を営む住宅の戸数で除して求める。このとき１立

方メートル未満の端数があるときは、一旦切り捨て、戸別の汚水排除量の合計が住

宅部分の合計汚水排除量と一致するまで、各戸に順次１立方メートルずつ配分する。 

 ⑷ 第３号ア、イ、ウに定める計算過程における１立方メートルずつの配分は、第１条

に掲げる目的のため共同住宅等又は社員寮等における全体の使用料計算を行う上で

の措置であり特定の戸に他の戸の負担を負わせるものではない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２４年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要領の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する

ことができる。 

３ この要領の施行の際、「専用連合栓扱いに関する事務要領」の規定により現に専用連

合栓に係る下水道使用料の計算の特例の適用を受けている者は、なお従前の例によるこ

とができるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２６年１１月２１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 



（附 録）  専用連合栓の使用料の計算例（消費税率１０％） 

例１ 住宅のみの専用連合栓の場合 

  （設定条件） ・戸数：５戸 ・使用水量（２か月）：２１７ｍ３ 

 

（１）使用水量の１月毎の配賦 

・ ２か月分の使用水量を２で割り１月毎に配賦 

・ その時、小数点以下の端数があるときは、片方の月は切捨て、片方を切り上げ 

 （計 算）  

   ２１７ｍ３÷２＝１０８．５ｍ３ 

  従って、月別の使用料対象水量は次表のとおり 

 使用料 

対象水量 

備 考 

１か月① １０８ｍ３ 小数点以下切捨て 

１か月② １０９ｍ３ 小数点以下切上げ 

合 計 ２１７ｍ３  

 

（２）使用水量の戸別の配賦 

・ １戸当たりの使用水量が均等になるように整数で配賦 

・ 余りがある場合は、余りを余りの数値だけの戸数に配賦 

● １か月①の水量の配賦 

  １０８ｍ３÷５戸＝２１ｍ３／戸・・・余り：３ｍ３（３戸に配賦） 

 この結果、２２ｍ３の戸数は３戸、２１ｍ３の戸数は２戸となる 

配賦水量 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合 計 

２１ｍ３ ● ● ● ● ● １０５ｍ３ 

１ｍ３ ● ● ●   ３ｍ３ 

合 計 ２２ｍ３ ２２ｍ３ ２２ｍ３ ２１ｍ３ ２１ｍ３ １０８ｍ３ 

 

（３）１か月①の戸別の使用料 

（２）で配賦された１戸当たりの水量に基づき通常の方法により算定 

● ２１ｍ３／戸 に対応する１か月当たりの使用料（Ａ） 

・基本使用料：  ７５９．００円 

    ・従量使用料：１，６３３．５０円 



１～１０ｍ３までの部分・・・  ３４１．００円（=34.1円×10ｍ３） 

     １１～２０ｍ３までの部分・・・１，１１１．００円（=111.1円×10ｍ３） 

        ２１ｍ３までの部分・・・  １８１．５０円（=181.5円×1ｍ３） 

合    計  ・・・１，６３３．５０円 

 ・使用料（合計）：２，３９２円（=759.00円+1,633.50円） 

● ２２ｍ３／戸 に対応する１か月当たりの使用料（Ｂ） 

・基本使用料：  ７５９．００円 

    ・従量使用料：１，６８３．００円 

１～１０ｍ３までの部分・・・  ３４１．００円（=34.1円×10ｍ３） 

     １１～２０ｍ３までの部分・・・１，１１１．００円（=111.1円×10ｍ３） 

     ２１～２２ｍ３までの部分・・・  ３６３．００円（=181.5円×2ｍ３） 

         合    計  ・・・１，８１５．００円 

・使用料（合計）：２，５７４円（=759.00円+1,815.00円） 

 

（４）１か月①の全戸の使用料 

（３）で算定された使用料にそれに対応する戸数を乗じて使用料を算定 

区分 使用水量／月 使用料 (a) 戸数 (b) 全戸の使用料 (a×b) 

Ａ ２１ｍ３／戸 ２，３９２円／戸 ２戸 ４，７８４円 

Ｂ ２２ｍ３／戸 ２，５７４円／戸 ３戸 ７，７２２円 

合計   ５戸 １２，５０６円 

 

（５）１か月②も１か月①と同様に計算 

区分 使用水量／月 使用料 (a) 戸数 (b) 全戸の使用料（a×b） 

Ａ ２１ｍ３／戸 ２，３９２円／戸 １戸 ２，３９２円 

Ｂ ２２ｍ３／戸 ２，５７４円／戸 ４戸 １０，２９６円 

合計   ５戸 １２，６８８円 

 

（６）全戸の２か月の使用料（納付額） 

以上の結果、２５，１９４円（＝12,506円＋12,688円）と算定 

 

（参 考）専用連合栓の認定を受けない場合の２か月の使用料（納付額） 

専用連合栓の認定を受けずに１棟１戸で計算した場合の２か月の使用料は 

５３，９３８円と算定 



区 分 使用水量 下水道使用料 基本使用料 従量使用料 

１か月① １０８ｍ３ ２６，８０７円 ７５９．００円 ２６，０４８．００円 

１か月② １０９ｍ３ ２７，１３１円 ７５９．００円 ２６，３７２．５０円 

合 計 ２１７ｍ３ ５３，９３８円   

 

 

例２ 事業所（店舗・事務所等）のみの専用連合栓の場合 

（設定条件） ・戸数：３戸 ・使用水量（給水装置検針値）（２か月）：３０１ｍ３ 

       ・申告水量（私設量水器検針値） 

         店舗（Ａ）３３㎥、店舗（Ｂ）９５㎥、事務所１９３㎥ 

         合計  ３２１㎥ 

 

（１）申告水量の比率で、使用水量を按分し汚水排除量を求める。 

 店舗（Ａ） ３０１ × ３３ ÷ ３２１ ＝ ３０．９.... ≒ ３０㎥（端数切捨） 

 店舗（Ｂ） ３０１ × ９５ ÷ ３２１ ＝ ８９．０… ≒ ８９㎥（端数切捨） 

 事務所   ３０１ × １９３ ÷ ３２１ ＝ １８０．９… ≒ １８０㎥（端数切捨） 

 上記３戸の合計２９９㎥、使用水量（３０１㎥）との差異が２㎥、 

 この２㎥を店舗（Ａ）に加算し一致させる。 ３０ ＋ ２ ＝ ３２ ㎥  

 

（２）各戸の汚水排除量に基づいて算出する。 

用 途 
汚水排除量 汚水排除量 使用料（円） 使用料（円） 

（２月分） （１月分） （１月分） （２月分） 

店舗（Ａ） ３２ｍ３ 
１６ｍ３  １，７６６  

３，５３２  
１６ｍ３  １，７６６  

店舗（Ｂ） ８９ｍ３ 
４４ｍ３  ７，５６８  

１５，３８９  
４５ｍ３  ７，８２１  

事務所 １８０ｍ３ 
９０ｍ３  ２１，１８６  

４２，３７２  
９０ｍ３  ２１，１８６  

 

以上の結果、６１，２９３円（＝3,532円＋15,389円＋42,372円）と算定 

 

（参 考）専用連合栓の認定を受けない場合の２か月の使用料（納付額） 

専用連合栓の認定を受けずに１棟１戸で計算した場合の２か月の使用料は 

８７，６８６円と算定 



例３ 住宅及び事業所併設の専用連合栓の場合 

（設定条件） ・戸数：１５戸（住宅１２戸、事業所３戸） 

       ・使用水量（給水装置検針値）（２か月）：７３４ｍ３ 

       ・申告水量（私設量水器検針値） 

         店舗（Ａ）８８㎥、店舗（Ｂ）１１２㎥、事務所１３５㎥ 

         合計  ３３５㎥ 

（１）事業所部分について各戸の汚水排除量に基づいて算出する。 

用 途 
私設量水器検針値 汚水排除量 使用料（円） 使用料（円） 

（２月分） （１月分） （１月分） （２月分） 

店舗（Ａ） ８８ｍ３ 
４４ｍ３  ７，５６８  

１５，１３６  
４４ｍ３  ７，５６８  

店舗（Ｂ） １１２ｍ３ 
５６ｍ３  １０，９０１  

２１，８０２  
５６ｍ３  １０，９０１  

事務所 １３５ｍ３ 
６７ｍ３  １４，２２８  

２８，７５９  
６８ｍ３  １４，５３１  

  事業所部分の合計 ６５，６９７円（＝15,136円＋21,802円＋28,759円）と算定 

 

（２）住宅部分について使用水量の戸別の配賦 

 ・使用水量 － 申告水量の合計 ＝ 住宅部分の使用水量 

  ７３４ － ３３５ ＝ ３９９㎥ 

 ・例１（１）と同様に各月に使用水量を配賦する。 

  月①：１９９㎥、  月②：２００㎥ 

 ・例１（２）と同様に各戸に使用水量を配賦する。 

  月①：１９９㎥ ＝ １６㎥ × ５戸 ＋ １７㎥ × ７戸 

  月②：２００㎥ ＝ １６㎥ × ４戸 ＋ １７㎥ × ８戸 

 

（３）住宅部分について各戸の汚水排除量に基づいて算出する。 

 ・例１（３）と同様に戸別に算定し、（４）と同様に合算する。   

月① 

区分 使用水量／月 使用料 (a) 戸数 (b) 全戸の使用料 (a×b) 

Ａ １６ｍ３／戸 １，７６６円／戸 ５戸 ８，８３０円 

Ｂ １７ｍ３／戸 １，８７７円／戸 ７戸 １３，１３９円 

合計   １２戸 ２１，９６９円 

 



月② 

区分 使用水量／月 使用料 (a) 戸数 (b) 全戸の使用料 (a×b) 

Ａ １６ｍ３／戸 １，７６６円／戸 ４戸 ７，０６４円 

Ｂ １７ｍ３／戸 １，８７７円／戸 ８戸 １５，０１６円 

合計   １２戸 ２２，０８０円 

 住宅部分の合計 ４４，０４９円（＝21,969円＋22,080円）と算定 

 

（４）全戸の２か月の使用料（納付額） 

以上の結果、１０９，７４６円（＝65,697円＋44,049円）と算定 

 

（参 考）専用連合栓の認定を受けない場合の２か月の使用料（納付額） 

専用連合栓の認定を受けずに１棟１戸で計算した場合の２か月の使用料は 

２２１，２３２円と算定 

区 分 使用水量 下水道使用料 基本使用料 従量使用料 

１か月① ３６７ｍ３ １１０，８５２円 ７５９．００円 １１０，０９３．５円 

１か月② ３６７ｍ３ １１０，８５２円 ７５９．００円 １１０，０９３．５円 

合 計 ７３４ｍ３ ２２１，７０４円   

 

 

 


